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養護学校教師の個別の指導計画作成に対する評価とその関連要因 

長谷川 修

Ⅰ 問題と目的 
 特別支援教育の在り方に関する調査研究協力者

会議(2003)が，「今後の特別支援教育の在り方につ

いて（最終報告）」をとりまとめた。最終報告では，

その基本的な考え方の中で，「障害のある児童生徒

一人一人の教育的ニーズを把握し適切な対応を図

ること」「自立や社会参加に向けた主体的な取組の

支援を行うこと」などが述べられている。これら

は，これまで養護学校で行われてきた自立活動の

指導と共通する視点と言える。また，学校の機能

を高め，関係機関との連携協力をこれまで以上に

密接にし，地域への支援を含めた総合的な教育支

援が可能となるよう，「質の高い教育的対応を支え

る人材」「関係機関との有機的な連携と協力」「個

別の教育支援計画の必要性」などについても提言

されている。このように，養護学校にはますます，

自立活動の充実と他機関との連携・協力の体制に

おける中心的役割が求められている。 

 一方，養護学校の現場では，平成 11 年告示の学

習指導要領において明示された，自立活動の個別

の指導計画の作成について，試行錯誤が繰り返さ

れている。最終報告では個別の教育支援計画作成

の必要性についても提言されたが，現在各学校で

作成されている個別の指導計画については，学校

や関係機関との連携協力に役立つ個別の教育支援

計画の基礎となり，自立活動のみでなく，特別支

援教育を支える中心的な指導計画となり得るとい

える。 

安藤（2001）は，個別の指導計画作成の意義・

目的として，①「学校の説明責任」②「授業にお

ける教授—学習活動の活性化」③「教師集団の自己

教育力の向上」をあげている。①についてはまさ

しく，保護者・他機関との連携に関わることであ

り，②③についてはその連携の核となる教師集団

自体の連携と資質の向上に関わることである。こ

の点からも，個別の指導計画が授業の充実は勿論

のこと，最終報告の基本的な考えを実現するため

に重要な役割を果たす計画でもあるということが

できる。 

しかし，個別の指導計画作成について学習指導

要領に明示されてから 5年が経過し，個別の教育

支援計画へとつなげていくためには，個別の指導

計画作成の意義・目的が引き継がれ，実際の指導

に生かされているか，形骸化していないかの検証

が必要な時期にきている。 

 そこで，本研究では，個別の指導計画作成の実

態と，養護学校教師の作成に対する評価について

明らかにし，個別の指導計画作成の実態が，作成

に対する評価に及ぼす影響という視点から検討を

行うこととした。 

Ⅱ 方法 
1 対象 

 全国の知的障害養護学校 40校，肢体不自由養護

学校 40校，病弱養護学校 30 校を無作為に抽出し

調査を依頼した結果，知的障害養護学校 24 校 67

名，肢体不自由養護学校 27校 81 名，病弱養護学

校 23校 69 名の協力が可能との回答があり，74 校

217 名を対象に調査を実施した。 

2 調査方法 

 郵送による質問紙調査法。 

3 調査項目 

1)フェースシート 

 所属学部，校務分掌，盲・聾・養護学校勤務経

験，現在の勤務学校種，個別の指導計画の作成経

験年数（類するものの作成を含む） 

2)個別の指導計画作成に対する評価 

予備調査で作成した個別の指導計画作成に対す

る評価を測定する33の質問項目について5件法で

の評定を依頼し得点化した。 

3)個別の指導計画作成の実態 

予備調査で作成した個別の指導計画作成の実態

を測定する37の質問項目について5件法での評定 
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を依頼し得点化した。 

4 分析の視点 

1)個別の指導計画作成に対する養護学校教師の評

価の構造を明らかにする。 

2)個別の指導計画作成の実態の構造を明らかにす

る。 

3)個別の指導計画作成の実態や教師の属性が，養

護学校教師の作成に対する評価に及ぼす影響を明

らかにする。 

Ⅲ 結果 

因子分析の結果，個別の指導計画作成に対する

教師の評価については，「授業の改善(表 1)」「的

確な実態把握の実現と指導内容の明確化(表 2)」

「教師集団の共通理解の推進(表 3)」「教師と保護

者の共通理解の推進(表 4)」「作成意欲の向上(表

5)」の 5因子が抽出された。また，個別の指導計

画作成の実態については，「複数教師での作成(表

6)」「作成方法や手続きの具体化(表 7)」「教師間

の対等平等な意見交換の実施(表 8)」の 3 因子が

抽出された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さらに，個別の指導計画作成の実態が養護学校

教師の作成に対する評価に及ぼす影響を明らかに

するため，個別の指導計画作成に対する評価を基

準変数，作成の実態を説明変数とし，各因子の標

準因子得点を用いた重回帰分析を行った。また，

教師の属性が及ぼす影響については，数量化理論

Ⅰ類を用いて分析を行った。 

 その結果，教師の属性が評価に及ぼす影響につ

いては相関係数が低かったが，作成の実態が及ぼ

す影響(表 9)では「複数教師での作成」が「教師

集団の共通理解の推進」に，「作成方法や手続きの

具体化」が「授業の改善」「的確な実態把握の実現

と指導内容の明確化」「教師と保護者の共通理解の

推進」「作成意欲の向上」に，「教師間の対等平等

な意見交換の実施」が「授業の改善」にそれぞれ，

正の影響を及ぼしていることが確認された。 

Ⅳ 考察 

上記の結果から，複数教師で個別の指導計画を

作成することによって教師集団の共通理解が進ん

だこと，個別の指導計画の作成方法や手続きの具 
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体化をすることによって授業の改善，的確な実態

把握の実現と指導内容の明確化，教師と保護者の

共通理解の推進，作成意欲の向上がなされたこと，

個別の指導計画作成において教師間の対等平等な

意見交換を実施することが，授業の改善につなが

ったことが考えられた。 

 以上のことより，学習指導要領に作成が明示さ

れて 5年が経過した個別の指導計画の作成につい

て，養護学校教師は肯定的な評価をしており，今

回の調査の範囲では，教師の意識において，形骸

化の傾向は確認できなかった。また，複数教師に

よって個別の指導計画を作成すること，指導計画

作成の方法や手続きを具体化すること，そのベー

スとなる教師間の対等平等な意見交換を行うこと

といった作成プロセスが，肯定的な評価につなが

っていることが考えられた。 

Ⅴ まとめと今後の課題 

各学校における個別の指導計画作成システムの

維持・更新という視点から見た時，本研究で抽出

された個別の指導計画作成の実態の 3因子の内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

を参考に，複数教師によって個別の指導計画を作

成すること，指導計画作成の方法や手続きを具体

化すること，そのベースとなる教師間の対等平等

な意見交換を行うこと等の作成プロセスの点検が，

教師の肯定的な評価につながり，個別の指導計画

を活用していく上での支えとなることが示唆され

た。 

今後も，新たに提案されている「個別移行支援

計画」「個別の教育支援計画」と合わせて，定期的

に計画作成に対する教師の評価を把握し，評価へ

の影響要因である作成のプロセスを中心に，改善

や継続について検討を重ねることが，各計画の形

骸化を防ぐために必要であると考える。 
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